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第 4 部 プランの数値目標・見込量 

第１章 障害福祉サービス等の数値目標・見込量 

１ 概要 

 障害者総合支援法第 89 条及び児童福祉法第 33 条の 22 に基づき、2021 年度

から 2023 年度までの障害福祉サービス、地域生活支援事業及び障害児通所支援等

の数値目標及び見込量を定めるものです。なお、数値目標及び見込量については、市

町の見込の積み上げと、国の指針や県の方向性を踏まえて定めたものです。 

 

2 数値目標 

 これまでの実績等を踏まえて、以下のとおり 2023年度の数値目標を定めます。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

  地域生活への移行を進めるため、施設入所者のうち、今後、グループホーム、一

般住宅等に移行する者の数について次のとおり数値目標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  精神障害のある人が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが

できるよう、精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を含む。）にも対応した地域

包括ケアシステムの構築を推進するため、次のとおり数値目標を定めます。 

項目
2019年度末

実績
2023年度末

目標
備考

施設入所者数 1,596人 1,570人

（削減見込） －
26人

（1.6％）

施設入所者の削減見込数
（割合については削減見込数を
　2019年度実績で除した値）

項目
2019年度末

実績
2023年度末

目標
備考

地域生活への移行者数 30人 96人
実績及び目標値は、当該年度か
ら過去３か年の合計値
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（3）福祉施設から一般就労への移行等 

  福祉施設における就労支援を強化するため、福祉施設から一般就労に移行する者

等について、次のとおり数値目標を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度
実績

2023年度
目標

備考

63.8% 69.0%
精神科病院に新規入院した者で、
３ヵ月以内に退院した者の割合

81.2% 86.0%
精神科病院に新規入院した者で、
６ヵ月以内に退院した者の割合

87.9% 92.0%
精神科病院に新規入院した者で、１
年以内に退院した者の割合

６５歳以上 1,253人 1,035人

６５歳未満 715人 425人

－ 316日
精神障害のある人が精神病床から退
院した後の１年間において、地域で
生活した日数の平均

精神病床から退院後１年以内
の地域における平均生活日数

項目

精神病床における入院後３ヵ
月時点の退院率

精神病床における入院後６ヵ
月時点の退院率

精神病床における入院後１
２ヵ月時点の退院率

精神病床における１年以上長期入院患者数

精神科病院への入院期間が１年以上
である者の数

2019年度末
実績

2023年度末
目標

備考

156人 199人 福祉施設を退所し、一般就労した者の数

77人 101人
就労移行支援事業を通じて一般就労に移
行する者の数

44人 56人
就労継続支援A型事業を通じて一般就労
に移行する者の数

29人 36人
就労継続支援B型事業を通じて一般就労
に移行する者の数

－ 70.0%
就労移行支援事業等を通じて一般就労に
移行する者のうち、就労定着支援事業を
利用する者の割合

－ 70.0%
過去３年間の就労定着支援の総利用者数
のうち、前年度末時点の就労定着者数の
割合が8割以上の事業所の割合

項目

福祉施設から一般就労への移行者
数

就労継続支援B型事業から一般就
労への移行者数

就労定着支援事業所のうち、就労
定着率が８割以上の事業所の割合

就労移行支援事業から一般就労へ
の移行者数

就労継続支援A型事業から一般就
労への移行者数

就労定着支援事業所を利用して一
般就労した利用者の割合
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（4）就労継続支援（B 型）事業の工賃月額引き上げ目標 

  就労継続支援（B 型）事業利用者の工賃水準を高めるための取組を進めてきまし

た。2021 年度以降の工賃目標については、国が定める指針を踏まえ検討するこ

ととしています。 

 

（5）地域生活支援拠点等の整備 

  障害のある人の地域生活を支援するために必要となる機能（①相談 ②緊急時の

受け入れ・対応 ③体験の機会・場 ④専門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づく

り）を集約した拠点等について、2023年度末までの間、各圏域に１ヵ所以上の地

域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検

証及び検討することとします。 

 

（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

  利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うため、サービスの提供

に係る人材の研修を充実させるとともに、指定障害福祉サービス事業者及び指定障

害児通所支援事業者等に対する指導監査を適正に実施し、その結果を関係自治体と

年１回以上共有する体制を構築します。 

 

（７）障害児支援の提供体制の整備等 

  児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、

児童発達支援センターを各圏域に確保するとともに、2023 年度末までに、県内

全域において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することとします。 

  また、聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、2023 年度

末までに、早期発見から療育までを円滑につなげるため、難聴児やその家族への切

れ目のない支援体制を整備します。 

  重症心身障害のある子どもについては、身近な地域で支援を受けられるように、

2023 年度末までに、主に重症心身障害のある子どもを支援する児童発達支援事

業所及び放課後等デイサービス事業所を各圏域に少なくとも１ヵ所整備します。 

  そのほか、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的

ケアが必要な障害のある子ども（医療的ケア児）が適切な支援を受けられるように、

県並びに全ての圏域及び市町において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関等の協議の場を確保するとともに、2023 年度末までに、医療的ケア児等

に関するコーディネーターを配置します。 
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2019年度末
実績

2023年度末
目標

４圏域
6市町

各圏域に確保

16市町
県内全域で
利用可能

― 体制の整備

３圏域
４市町

各圏域に整備

３圏域
４市町

各圏域に整備

県・4圏域
19市町

県・各圏域
各市町に確保

―
県・各圏域・
各市町に配置

医療的ケア児の支援に向けた保健、医療、障害福祉、
保育、教育等の関係機関の協議の場

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

項目

児童発達支援センター

保育所等訪問支援を利用できる体制

難聴児支援の体制の整備

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所
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3 サービス見込量 

（１）障害福祉サービス等の見込量 

障害福祉サービス及び相談支援のサービス見込量について、これまでの利用実績

の伸び等をもとに市町の見込量を積み上げ、次のとおり定めます。 

 

○ 障害福祉サービス等の種類 

 区分 サービスの種類 内容

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人等に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、

外出時における移動支援などを総合的に行う

同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代読を

含む）、移動の援護等の外出支援を行う

行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外

出支援を行う

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う

生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活

動又は生産活動の機会を提供する

自立訓練（機能訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓

練を行う

自立訓練（生活訓練）
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓

練を行う

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労の必要な知識及び能力の向上のために

必要な訓練を行う

就労継続支援（Ａ型）
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行う（雇用型）

就労継続支援（Ｂ型）
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行う（非雇用型）

就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日

常生活の世話を行う

短期入所
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の

介護等を行う

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必

要な支援を行う

共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助等を行

う

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

計画相談支援
障害のある人の心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向その他の内容を記載し

たサービス等利用計画の作成及び見直しを行う

地域移行支援
施設に入所する人等に、住居の確保その他地域における生活に移行するための活動に関する

相談支援を行う

地域定着支援
居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じ

た緊急時に相談支援を行う

障害児相談支援
障害のある子どもの心身の状況、置かれている環境、サービスの利用意向その他の内容を記

載した障害児支援利用計画の作成及び見直しを行う

児童発達支援
未就学の障害のある子どもに、日常生活における基本的な動作指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練を行う

放課後等デイサービス
学校就学中の障害のある子どもに、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上

のための訓練等を行う

保育所等訪問支援
保育所等を現在利用中の障害のある子ども等に、訪問により、保育所等における集団生活の

適応のための専門的な支援を行う

居宅訪問型児童発達支援
重度の障害等があり外出が著しく困難な子どもに、居宅訪問により、日常生活における基本

的な動作指導、知識技能の付与、生活能力向上のための訓練等を行う

福祉型障害児入所施設 障害のある子どもを入所させ、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設
障害のある子どもを入所させ、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を

行う

障

害

福

祉

サ
ー

ビ

ス

相

談

支

援

障

害

児

入

所

支

援
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① サービス見込量（県全域） 

 
注）時間：月間のサービス提供時間  人：月間の利用人数 

  人日：「月間の利用人数」×「一人が１月に利用する平均日数」 

サービスの種類 単位
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

時間 24,187 25,526 26,586 27,713

人 1,406 1,419 1,471 1,528

人日 54,795 55,916 56,449 57,040

人 2,754 2,808 2,845 2,878

人日 956 1,033 1,077 1,115

人 73 82 85 89

人日 1,563 2,096 2,510 3,041

人 119 134 158 188

人日 2,460 2,732 2,978 3,255

人 202 225 243 276

人日 22,206 23,390 24,440 25,568

人 1,128 1,213 1,273 1,337

人日 48,787 50,443 53,247 56,229

人 2,827 2,933 3,101 3,287

就労定着支援 人 31 63 95 151

療養介護 人 314 325 326 329

人日 2,360 2,575 2,644 2,726

人 497 539 555 569

自立生活援助 人 39 46 51 58

共同生活援助 人 1,335 1,435 1,541 1,657

施設入所支援 人 1,596 1,592 1,581 1,570

計画相談支援 人 2,291 2,581 2,761 2,950

地域移行支援 人 21 30 36 41

地域定着支援 人 61 77 86 93

人日 3,306 3,400 3,574 3,776

人 338 347 361 377

人日 22,594 24,957 26,982 29,158

人 1,597 1,710 1,861 2,001

人日 12 40 46 66

人 5 28 34 45

人日 7 34 41 65

人 4 10 12 17

福祉型障害児入所施設 人 35 35 35 35

医療型障害児入所施設 人 70 59 59 59

障害児相談支援 人 530 626 674 724

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所

児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅介護､重度訪問介護､同行援護、
行動援護､重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援
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② サービス見込量（南加賀） 

 
 

サービスの種類 単位
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

時間 2,262 2,554 2,675 2,763

人 235 236 242 244

人日 11,818 12,062 12,145 12,228

人 587 604 617 625

人日 25 33 33 33

人 3 4 4 4

人日 30 230 230 230

人 2 13 13 13

人日 128 282 318 338

人 10 23 25 29

人日 4,248 4,825 5,040 5,283

人 217 257 269 283

人日 9,910 10,686 10,819 10,968

人 566 598 611 625

就労定着支援 人 2 7 8 10

療養介護 人 85 85 85 85

人日 273 354 358 370

人 48 70 71 73

自立生活援助 人 13 13 15 17

共同生活援助 人 270 312 326 343

施設入所支援 人 346 343 340 337

計画相談支援 人 470 516 535 552

地域移行支援 人 4 6 8 9

地域定着支援 人 3 7 10 12

人日 746 763 788 810

人 95 97 100 102

人日 4,055 4,860 4,939 4,989

人 270 304 320 312

人日 7 15 16 17

人 2 8 9 10

人日 0 2 2 2

人 0 2 2 2

障害児相談支援 人 105 113 117 121

居宅訪問型児童発達支援

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

就労継続支援（Ａ型）

居宅介護､重度訪問介護､同行援護、
行動援護､重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援
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③ サービス見込量（石川中央） 

 

サービスの種類 単位
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

時間 19,284 20,064 20,944 21,871

人 923 925 963 1,005

人日 29,951 30,482 30,738 31,004

人 1,511 1,520 1,534 1,547

人日 250 250 263 267

人 23 24 25 26

人日 1,190 1,410 1,771 2,239

人 89 88 108 134

人日 1,981 1,992 2,099 2,196

人 125 124 132 140

人日 15,690 16,081 16,771 17,430

人 787 820 859 897

人日 27,158 27,333 29,381 31,529

人 1,593 1,630 1,751 1,883

就労定着支援 人 27 51 81 133

療養介護 人 142 149 149 149

人日 1,381 1,466 1,483 1,493

人 347 359 369 373

自立生活援助 人 13 16 19 22

共同生活援助 人 758 803 883 969

施設入所支援 人 747 744 740 736

計画相談支援 人 1,402 1,578 1,696 1,822

地域移行支援 人 9 13 16 17

地域定着支援 人 39 45 46 47

人日 2,423 2,479 2,621 2,783

人 225 228 239 251

人日 15,400 16,601 18,368 20,309

人 1,124 1,184 1,307 1,444

人日 5 16 20 28

人 3 13 17 25

人日 6 26 33 47

人 3 6 8 12

障害児相談支援 人 370 447 485 524

居宅訪問型児童発達支援

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

就労継続支援（Ａ型）

居宅介護､重度訪問介護､同行援護、
行動援護､重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援



- 9 - 

 

④ サービス見込量（能登中部） 

 

サービスの種類 単位
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

時間 1,906 1,971 2,010 2,078

人 161 169 175 184

人日 7,660 7,964 8,135 8,296

人 377 395 404 412

人日 638 676 707 741

人 44 49 51 54

人日 173 253 291 339

人 15 19 22 25

人日 251 394 427 448

人 19 27 30 31

人日 1,322 1,352 1,431 1,550

人 67 73 78 84

人日 7,567 8,144 8,522 8,936

人 412 452 472 496

就労定着支援 人 1 2 3 5

療養介護 人 57 61 61 62

人日 384 413 443 473

人 47 52 55 59

自立生活援助 人 13 14 14 16

共同生活援助 人 185 197 204 212

施設入所支援 人 296 300 298 296

計画相談支援 人 210 264 284 306

地域移行支援 人 3 8 9 10

地域定着支援 人 15 19 23 27

人日 129 133 140 168

人 15 19 19 22

人日 2,526 2,869 3,033 3,203

人 160 178 189 199

人日 0 5 6 17

人 0 5 6 8

人日 1 6 6 16

人 1 2 2 3

障害児相談支援 人 38 49 54 60

居宅訪問型児童発達支援

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

就労継続支援（Ａ型）

居宅介護､重度訪問介護､同行援護、
行動援護､重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援
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⑤ サービス見込量（能登北部） 

 

サービスの種類 単位
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

時間 735 937 957 1,001

人 87 89 91 95

人日 5,366 5,408 5,431 5,512

人 279 289 290 294

人日 43 74 74 74

人 3 5 5 5

人日 170 203 218 233

人 13 14 15 16

人日 100 204 274 413

人 48 51 56 76

人日 946 1,132 1,198 1,305

人 57 63 67 73

人日 4,152 4,280 4,525 4,796

人 256 253 267 283

就労定着支援 人 1 3 3 3

療養介護 人 30 30 31 33

人日 322 342 360 390

人 55 58 60 64

自立生活援助 人 0 3 3 3

共同生活援助 人 122 123 128 133

施設入所支援 人 208 205 203 201

計画相談支援 人 209 223 246 270

地域移行支援 人 5 3 3 5

地域定着支援 人 4 6 7 7

人日 8 27 27 27

人 3 5 5 5

人日 613 627 642 657

人 43 44 45 46

人日 0 4 4 4

人 0 2 2 2

人日 0 0 0 0

人 0 0 0 0

障害児相談支援 人 17 17 18 19

居宅訪問型児童発達支援

就労継続支援（Ｂ型）

短期入所

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

就労継続支援（Ａ型）

居宅介護､重度訪問介護､同行援護、
行動援護､重度障害者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

就労移行支援
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（2）地域生活支援事業の見込量 

障害のある人が地域で生活を営むことができるように、市町は地域の実情に応じ

て、相談支援やコミュニケーション支援といった地域生活支援事業を実施していま

す。  

県では、専門性が高い相談支援や広域的な対応が必要な事業を実施することとな

っていることから、次のとおり専門性が高い相談支援の利用見込量を定めます。 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

（3）障害者雇用の推進に関する活動指標 

就労支援機関と連携して障害者雇用を推進するため、次のとおり障害者雇用に関

する事業の見込量を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

実施箇所数 箇所 2 2 2 2

利用者数 人 1,974 2,100 2,150 2,200

実施箇所数 箇所 3 3 3 3

利用者数 人 1,930 2,023 2,071 2,120

実施箇所数 箇所 1 1 1 1

利用者数 人 131 140 145 150

発達障害者支援セン
ター

障害者就業・生活支援
センター

高次脳機能障害相談・
支援センター

事業の種類

2019年度
実績

2023年度
見込

備考

110人 143人

就労移行支援、就労継続支援A型、
就労継続支援B型利用者のうち、一
般就労した者の数（以下「一般就労
者数」という。）

32人 48人
一般就労者数のうち、県、国の職業
訓練を受講した者の数

270人 337人
一般就労者数のうち、公共職業安定
所を利用した者の数

17人 25人
一般就労者数のうち、障害者就業・
生活支援センターの支援を受けた者
の数

130人 195人
一般就労者数のうち、公共職業安定
所の支援を受け就職した者の数

福祉施設利用者のうち公共職
業安定所の支援を受け就職す
る者の数

項目

就労移行支援事業及び就労継
続支援事業の利用者の一般就
労への移行者数

職業訓練の受講者数

福祉施設から公共職業安定所
への誘導者数

福祉施設から障害者就業・生
活支援センターへの誘導者数
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（４）発達障害者・発達障害児に対する支援に関する活動指標 

発達障害のある人・発達障害のある子どもが可能な限り身近な場所において必要

な支援を受けられるよう、次のとおり発達障害のある人・発達障害のある子どもに

対する支援に関する事業の見込量を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）医療的ケア児に対する支援に関する活動指標 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、次のとおり医療的ケア

児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数に係る見込量

を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整す
るコーディネーターの配置人数

4人 28人 35人 46人

項目
2019年度

実績
2021年度

見込
2022年度

見込
2023年度

見込

発達障害者支援地域協議会の開催回数 1回 1回 1回 1回

発達障害者支援センターによる相談支援
件数

8,847件 9,000件 9,000件 9,000件

発達障害者支援センターの関係機関への
助言件数

3,620件 4,000件 4,000件 4,000件

発達障害者地域支援マネージャーの関係
機関への助言件数

82件 110件 120件 130件

発達障害者支援センター及び発達障害者
地域支援マネージャーの外部機関や地域
住民への研修、啓発件数

118件 120件 125件 130件


